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≪ R５年度 瀬波小学校いじめ問題行動対応フローチャート≫  

さ 最悪の事態を想定し し 慎重に す 素早く せ 誠意をもって そ 組織を挙げて 対応する 

※ いじめ問題行動の内容により，担任・学年で指導解決→生活指導部・管理職→教育委員会→外部機

関と必要に応じた対応を行う。なお，被害者・加害者の保護者への連絡は必要である。 
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管理職・生活指導主任・養護教諭・学年主任・担任（いじめ不登校対策委員会） 

 

・職員に事実の報告・被害児童への加害児童による謝罪の場の設定・被害児童
へのカウンセリングなど今後の対応を指示  

・被害児童や保護者に面談等での，心身の苦痛を感じていないかの確認 

（３か月を目安とする） 

 

担任・学年主任・（生活指導主任） 

・被害児童の聴き取り  

・加害児童の聴き取り  

・周囲の児童（または学級・学年全体）への聴き取り  

・  

被害者の安全を確保 

・学年主任・生活指導主任・管理職に連絡 

学年・生活指導部 

・被害児童の安全確保と見守り  

・該当学級の見守り  

 

発 見 者 

・被害者の安全確保 

・管理職・学年主任・生活指導主任に連絡 

・保護者へ連絡 

・全職員へ一報 

管理職・生活指導主任・養護教諭・学年主任・担任（いじめ不登校対策委員会） 

・聴き取ったことのすり合わせ・事実確認  

・必要な場合は，再度聴き取りを行う  

・被害児童と加害児童・該当学級への対応を協議する  

被害者の安全を確保 

・学年主任・生活指導主任・管理職に連絡 
担任・学年主任・（生活指導主任） 

・必要に応じて再度加害児童の聴き取り  

・加害児童への指導  

 

 

 

管理職 

・被害側保護者・加害側保護者・該当学
級等への説明の方法を指示する  

・家庭訪問か保護者来校か  

・説明会への説明内容と学校側出席者を 

指示  

・加害児童への指導，見守り  

・ 

教頭  

教育委員会に  

連絡を入れる 

家庭訪問 

 

・訪問する職員の決定  

・事実の報告と謝罪  

・今後の対応の説明  

・保護者の要望の聴き取り  

 

保護者来校 

（必要に応じて） 

・対応する職員の決定  

・事実の報告と謝罪  

・今後の対応の説明  

・保護者の要望の聴き取り  

 

保護者説明会開催 

（必要に応じて） 

・参加する職員と役割の決定  

・事実の報告とお詫び 

・今後の対応の説明  

・保護者の要望の聴き取り 

管理職・生活指導主任・養護教諭・学年主任・担任（いじめ不登校対策委員会） 

 

・被害児童，加害児童を含めた学校全体に対する今後の指導について協議 

教頭  

教育委員会に  

最終報告を入

れる 
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